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トヨタ⾃動⾞の4-9⽉期の純利益と⽣産台数推移トヨタ⾃動⾞の4-9⽉期の売上⾼推移
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2021年12⽉7⽇

トヨタ⾃動⾞／トヨタグループ株式ファンド

これからトヨタ⾃動⾞の攻勢が始まる
平素は「トヨタ⾃動⾞／トヨタグループ株式ファンド」（以下、当ファンド）をご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。
本レポートでは、当ファンドの組⼊銘柄等についてご紹介致します。

①減産回避努⼒で中間決算は過去最⾼に

• トヨタ⾃動⾞の2021年9⽉の中間決算は、売上⾼15兆4,812億円、純利益1兆5,244億円と過去最⾼となりました。
• 新型コロナウイルス感染拡⼤やロックダウン等で部品供給が滞り、⽣産台数が伸び悩むなか、部品の納⼊調整や⽋品部品

を使⽤しない特別仕様⾞の導⼊等、仕⼊先を含めた減産回避努⼒などが好決算につながりました。
• また、好調な新⾞販売や中古⾞価格の⾼⽌まり、円安なども追い⾵となり、2022年度通期の売上⾼は31.1兆円、純利

益は2.8兆円になることが⾒込まれます（Bloomberg予想）。

⽣産台数は伸び悩むも売上⾼・純利益は増加

（注1）データは2017年〜2021年の4⽉〜9⽉期。
（注2）売上⾼および純利益はトヨタグループの数値、⽣産台数はトヨタ⾃動⾞の⽣産分のみを表⽰。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成

※ 上記は過去の実績および将来の予想、当資料作成時点の⾒通しであり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
今後、予告なく変更する場合があります。

※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。

7-9⽉期 純利益（左軸）
4-6⽉期 純利益（左軸）

4-9⽉期 ⽣産台数（右軸）

減産回避努⼒で中間決算は過去最⾼に

⽣産回復に向けた体制を強化

次世代⾞の普及を⽬指す
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※ 上記は過去の実績および将来の予想、当資料作成時点の⾒通しであり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
今後、予告なく変更する場合があります。

※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。

デンソー 棚卸資産の推移 アイシン 棚卸資産の推移

グループ⼒を結集し、過去最⾼⽔準の⽣産を⽬指す

2019年9⽉末対⽐で
約45％上昇

（注）データは2019年9⽉〜2021年の9⽉の四半期ごと。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成

②⽣産回復に向けた体制を強化

2019年9⽉末対⽐で
約29％上昇

• トヨタ⾃動⾞は2021年12⽉には同⽉の過去最⾼⽔準となる80万台規模の⽣産を計画しており、国内全14⼯場28
ラインを通常化する予定となっています。

• 堅調な同社⾞種への需要を考慮すると在庫⽔準が回復するまでには時間がかかる⾒込みであり、当⾯⾼⽔準の⽣産が⾒
込まれます。

• グループ内の⼤⼿部品メーカーも増産に備え、原材料や製品の在庫を⽰す棚卸資産を積み増しています。

トヨタ⾃動⾞の通期の売上⾼推移 トヨタ⾃動⾞の通期の純利益推移

予想 予想

（注）データは2017年度〜2021年度。2021年度はBloombergの予想値。
（出所）Bloombergのデータを基に委託会社作成
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ハイブリッド⾞（HV)

※ 上記は将来の予想および当資料作成時点の⾒通しであり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。今後、予告なく
変更する場合があります。

※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。

国・地域 電動⾞ うちBEV+FCEV

⽇本 95％ 10％

北⽶ 70％ 15％

欧州 100％ 40％

中国
（2035年）

100％
（省エネ⾞+新エネルギー⾞）＊

50％
（新エネルギー⾞）＊

世界
（台数） 800万台 200万台

③次世代⾞の普及を⽬指す

2030年の電動⾞販売⽬標を約1.5倍に引き上げ

• トヨタ⾃動⾞は2021年5⽉に電動⾞全体の販売⽬標を
発表し、2030年の⽬標を従来の550万台から800万
台へ引き上げました。

• 同社ではハイブリッド⾞（HV）とプラグインハイブリッド⾞
（PHEV）を含めた電動⾞全体を推進するとしています。

• その理由として、温室効果ガス排出量の実質ゼロ（カーボ
ンニュートラル）⽬標を達成するには、バッテリー式電気⾃
動⾞（BEV）や燃料電池⾃動⾞（FCEV）の普及だけ
でなく、既存のガソリン⾞でも使⽤できる⼆酸化炭素と⽔素
の合成液体燃料を活⽤するなど、各地域の状況に合わせ
たカーボンニュートラルの選択肢を増やしていくことが重要
だとしています。

• そのため、BEVおよびFCEVの販売⽬標については各地域
によって⼤きく異なっています。

＊省エネ⾞は燃費規制をクリアした内燃機関⾃動⾞とHV、新エネルギー⾞（NEV）
はPHV、EV、FCEV。

（注）電動⾞はHV、PHEVを含む。
（出所）トヨタ⾃動⾞の決算資料を基に委託会社作成

電動⾞とは︖

バッテリー式電気⾃動⾞（BEV）

• エンジンとモーターを組み合わせて⾛⾏。
• 外部からの充電はできず、⾛⾏中のタイヤの

回転⼒を使って発電し、エンジン⾛⾏を補助。

• エンジンとモーターを組み合わせて⾛⾏。
• ⾛⾏中のタイヤの回転⼒を使った発電に加え、

家庭⽤電源からの普通充電が可能。

• ⼀般的なEV⾞のことで、⾃宅や充電スタンドなどで
⾞載バッテリーに充電を⾏い、モーターを使って⾛⾏。

• エンジンを使⽤しないため、⾛⾏中に⼆酸化炭素を
排出せず、環境性能が⾼い。

• ⽔素と酸素の化学反応で発電し、その電⼒で
モーターを動かし⾛⾏。

• ⼆酸化炭素の排出量がゼロの上、⽔素という新た
な燃料を使⽤することからトヨタ⾃動⾞では究極の
エコカーと位置づけ。

電動⾞とは、モーターを使⽤して⾛る⾞両全般を指す⾔葉であり、下記の種類が存在します。

H2

プラグインハイブリッド⾞（PHEV)

燃料電池⾃動⾞（FCEV）

2030年のトヨタ⾃動⾞の電動⾞販売⽐率⾒通し
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トヨタ⾃動⾞の設備投資と
減価償却費の推移

※ 上記はイメージです。

トヨタ⾃動⾞の研究開発費と
営業収益⽐率の推移

（注1）データは2017年度〜2021年度、2021年度はトヨタ⾃動⾞による予想値。
（注2）研究開発費は報告期間中に発⽣した研究開発活動に係る⽀出額。
（注3）2020年度より減価償却⽅法を変更。
（出所）トヨタ⾃動⾞の決算資料を基に委託会社作成

予想

⽶国に初の電池⼯場を新設

• トヨタ⾃動⾞は、電動⾞において重要部品となる⾞載⽤電池の研究開発を進めるため、⽶国に初の電池⼯場を新設す
ることを発表しました。BEV⽤を含む⾞載⽤電池の現地⽣産に約3,800億円の投資を⾒込んでいます。

• 電池の⾃社⽣産により、コスト低減や安定的な部品調達を⽬指せることから、拡⼤が⾒込まれるEV市場でも同社の競争
⼒が維持されることが期待されます。

• 尚、同社では既に次世代電池の⼀種である全固体電池の開発にも着⼿しており、テスト⾞両で⾛⾏試験を実施するなど、
実⽤化を⽬指しています。

全固体電池とは︖

正
極

正
極負

極
負
極

充電放電
イオン

電解液

充電放電
イオン

固体電解質

リチウムイオン電池 全固体電池

• 全固体電池とは、電流の発⽣に必要な「電解質」を、液体から固体に置き換えた電池のことです。

• ⻑年、実⽤化が難しいとされてきましたが、電⼦を運ぶイオンが⾃由に動き回れる固体物質が発⾒されたことから、全固体
電池の開発が活発化しました。

• 電解液の場合、液漏れや、液体を囲むカバーによってサイズが⼤きくなるなどの⽋点がありましたが、固体電解質の場合は
液漏れの⼼配もなく、構造や形状も⾃由で丈夫な電池が作れるようになりました。

※ 上記は過去の実績および将来の予想、当資料作成時点の⾒通しであり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
今後、予告なく変更する場合があります。

※ 上記は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また当該銘柄を推奨するものではありません。

研究開発費 実績 予想（左軸）
営業収益⽐率 実績 予想（右軸）

設備投資 実績 予想
減価償却費 実績 予想

予想
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※ 上記は過去の実績であり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。
※ ファンド購⼊時には、購⼊時⼿数料がかかる場合があります。また、換⾦時にも費⽤・税⾦などがかかる場合があります。詳しくは8ページをご覧ください。

新しいBEVシリーズを⽴ち上げ

• 「bZ4X」の航続距離（1回の充電で⾛⾏可能な距離）は最⻑
約500キロメートル程度と、電気⾃動⾞開発で先⾏する⽇産⾃
動⾞や⽶テスラなどに迫る仕様となっています。

• また、ルーフソーラーパネルを備え、充電スタンドがない駐⾞場等
でも充電可能となっているほか、世界トップレベルの電池容量維
持率を確保し、電池のリビルト（検査・再組⽴て）、リユースにも
積極的に取り組むなど、地球環境に配慮した作りとなっています。

• 同社は「bZ4X」を2022年半ばより⽇本を含む世界各地で販売
を開始し、以降フルラインアップでBEVの展開を推進するとしてい
ます。

（注）写真はbZ4X プロトタイプ⾞両。
（出所）トヨタ⾃動⾞ホームページより転載

（注）各社の航続距離は国際基準のWLTC/WLTPモードでの数値。
テスラはModel 3、⽇産はAriya（2WD)の90kWhバッテリー搭載⾞の
最⼤距離、フォルクスワーゲンはID.3の最⼤距離、トヨタ⾃動⾞はbZ4X

（FWD⾞）の最⼤距離、ポルシェはTaycanの最⼤距離、ホンダはHonda
e<RR>の⾛⾏距離を記載。

（出所）各社ホームページの情報を基に委託会社作成

• トヨタ⾃動⾞は、①ヒトとヒト、②ヒトとクルマ、③ヒトと地球、④ヒトと
社会の4つを⽬標価値として定めるBEVの新ブランド「TOYOTA
bZ」を⽴ち上げました。

• また bZシリーズ第⼀弾としてミディアムセグメントSUV型BEVである
「bZ4X」を発売することも発表しています。

各社EV⾞の航続距離

0 100 200 300 400 500 600 700

ホンダ

ポルシェ

トヨタ⾃動⾞

フォルクスワーゲン

⽇産

テスラ

（km）

トヨタ
⾃動⾞

④⾜元の運⽤状況

（2003年11⽉14⽇（設定⽇）〜2021年11⽉30⽇）

組⼊上位10銘柄基準価額と純資産総額の推移
（2021年11⽉30⽇現在）

（注1）基準価額、税引前分配⾦再投資基準価額は、1万⼝当たり、信託報酬控除後です。
（注2）税引前分配⾦再投資基準価額は、分配⾦（税引前）を分配時に再投資したものと仮定して計算しており、実際の基準価額とは異なります。
（注3）⽐率は当資料作成時点のものです。過去の各期間において同じ⽐率で株式を組み⼊れていることを⽰すものではありません。

銘柄 ⽐率（％）
1 トヨタ⾃動⾞ 49.9
2 デンソー 18.9
3 豊⽥⾃動織機 8.8
4 豊⽥通商 5.1
5 ＳＵＢＡＲＵ 4.8
6 アイシン 3.5
7 ⼩⽷製作所 3.0
8 ⽇野⾃動⾞ 1.6
9 トヨタ紡織 1.2
10 ジェイテクト 1.0

税引前分配⾦
再投資基準価額

（左軸）
39,167円

基準価額（左軸）
28,851円

（2021年11⽉30⽇）

純資産総額（右軸）

※ 上記は過去の実績および当資料作成時点の⾒通しであり、当ファンドの将来の運⽤成果や今後の市場環境等を⽰唆あるいは保証するものではありません。今後、予告なく
変更する場合があります。

※ 上記（トヨタ⾃動⾞）は組⼊銘柄の例であり、当ファンドにおいて今後も当該銘柄の保有を継続するとは限りません。また、個別銘柄に⾔及していますが、当該銘柄を推奨す
るものではありません。

フォルクス
ワーゲン
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投資リスク
基準価額の変動要因

●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資者の投資元本は保証されているもの
　 ではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
●運⽤の結果として信託財産に⽣じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
●投資信託は預貯⾦と異なります。また、⼀定の投資成果を保証するものではありません。
●当ファンドの主要なリスクは以下の通りです。

■ 株式市場リスク
内外の政治、経済、社会情勢等の影響により株式相場が下落した場合、ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、個々の株式
の価格はその発⾏企業の事業活動や財務状況、これらに対する外部的評価の変化等によって変動し、ファンドの基準価額が下落する要因と
なります。特に、企業が倒産や⼤幅な業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が⼤きく下落し、基準価額が⼤きく下落する要因とな
ります。

ファンドの特⾊
1. 「トヨタグループ株式マザーファンド」を通じて、トヨタ⾃動⾞およびそのグループ会社の株式に投資し、これらの銘柄群の動きをとらえることを⽬標

に運⽤を⾏います。
●グループ会社とは、トヨタ⾃動⾞の有価証券報告書、四半期報告書およびこれらに準じる公開情報に開⽰される連結⼦会社、持分法適
　 ⽤関連会社をいいます。（以下、同じ。）
●当ファンドの運⽤は、ファミリーファンド⽅式により⾏います。したがって、実質的な運⽤は、「トヨタグループ株式マザーファンド」で⾏います。

2. 「トヨタグループ株式マザーファンド」は、下記⼀定基準に基づき、規則的な運⽤を⾏います。
【組⼊銘柄の決定】
●トヨタ⾃動⾞およびそのグループ会社のうち、⽇本の取引所第⼀部に上場している株式から流動性を勘案した銘柄（原則として、東京証
　 券取引所第⼀部上場銘柄）に投資します。

【組⼊銘柄の投資⽐率の決定】
●原則として、銘柄の投資⽐率は、組⼊銘柄の時価総額に応じて決定します。
●トヨタ⾃動⾞株式の時価総額が組⼊銘柄の時価総額合計の50％を超える場合は、トヨタ⾃動⾞およびそのグループ会社全体の動きをとら
 　えるために、トヨタ⾃動⾞株式の投資⽐率を約50％までとします。また、残りの約50％を、グループ会社株式の各銘柄の時価総額に応じ
　 た⽐率で投資します。
※トヨタグループ株式マザーファンドには、投資⽐率が⾮常に⾼い銘柄が存在します。ファンドは、トヨタ⾃動⾞およびそのグループ会社の株式の
 　値動きをとらえることを⽬標に運⽤を⾏っているため、基準価額は、当該銘柄群の株価変動の影響を⼤きく受けます。

【投資⽐率の調整、銘柄の変更等】
●組⼊銘柄の投資⽐率の調整は、原則として四半期毎に上記【組⼊銘柄の投資⽐率の決定】で規定する基本⽅針に基づき⾏うこととしま
 　す。
　 なお、追加設定・解約等により、四半期期中にファンドの資⾦の増減がある場合、または各銘柄の投資⽐率が⽬標とする投資⽐率より想
　 定以上に乖離した場合等には、当該銘柄の買付・売却を⾏います。
●投資対象銘柄の変更・追加・削除等については、トヨタ⾃動⾞の有価証券報告書、四半期報告書およびこれらに準じる公開情報の開⽰
　 に基づいて⾏います。

※当ファンドは、あらかじめ決められた⼀定の⽅針にて投資を⾏うファンドであり、銘柄選定や組⼊⽐率操作等による追加収益を追求するファ
　 ンドではありません。
※当ファンドは、投資対象となるトヨタ⾃動⾞およびそのグループ会社より投資元本および運⽤成績を保証されるものではありません。

3. 株式の実質組⼊⽐率は、通常の状態で⾼位を保つことを基本とします。
●ファンドは、⼀般社団法⼈投資信託協会が定める「信⽤リスク集中回避のための投資制限」に定められた⽐率を超えて特定の発⾏体が発
　 ⾏する銘柄等に集中投資を⾏う特化型運⽤ファンドに該当します。
●トヨタ⾃動⾞株式の純資産総額に対する⽐率は約50％までとします。ただし、同社以外のグループ会社の各株式の純資産総額に対する
　 ⽐率は35％を超えないものとします。
●ファンドは、トヨタ⾃動⾞およびそのグループ会社の株式に集中して投資を⾏うため、当該銘柄に経営破たんや経営・財務状況の悪化などが
　 ⽣じた場合には、⼤きな損失が発⽣することがあります。

※ 資⾦動向、市況動向に急激な変化が⽣じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運⽤に⽀障をきたす⽔準となったとき、グループ会社
の定義等に⼤きな変更があった場合等やむを得ない事情が発⽣した場合には、上記のような運⽤ができない場合があります。
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お申込みメモ
購⼊単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。
購⼊価額

購⼊申込受付⽇の基準価額
購⼊代⾦

販売会社の定める期⽇までにお⽀払いください。
換⾦単位

お申込みの販売会社にお問い合わせください。
換⾦価額

換⾦申込受付⽇の基準価額
換⾦代⾦

原則として、換⾦申込受付⽇から起算して5営業⽇⽬からお⽀払いします。
信託期間

無期限（2003年11⽉14⽇設定）
決算⽇

毎年11⽉13⽇（休業⽇の場合は翌営業⽇）
収益分配

決算⽇に、分配⽅針に基づき分配を⾏います。委託会社の判断により分配を⾏わない場合もあります。
分配⾦受取りコース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、決算⽇から起算して5営業⽇⽬までにお⽀払いいたします。
分配⾦⾃動再投資コース︓原則として、分配⾦は税⾦を差し引いた後、無⼿数料で再投資いたします。
※販売会社によってはいずれか⼀⽅のみの取扱いとなる場合があります。
※分配⾦⾃動再投資コースを取り扱う販売会社によっては、分配⾦を定期的に受け取るための契約を締結できる場合があります。詳しくは販売
　 会社にお問い合わせください。

課税関係
●課税上は株式投資信託として取り扱われます。
●配当控除の適⽤が可能です。益⾦不算⼊制度の適⽤はありません。

投資リスク
基準価額の変動要因

■ 信⽤リスク
ファンドが投資している有価証券や⾦融商品に債務不履⾏が発⽣あるいは懸念される場合に、当該有価証券や⾦融商品の価格が下がった
り、投資資⾦を回収できなくなったりすることがあります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

■ 投資銘柄集中リスク
ファンドは、トヨタ⾃動⾞およびそのグループ企業の株式に限定して投資するため、銘柄構成が特定業種に集中する傾向や個別の銘柄の組⼊
⽐率が⾼くなる傾向があり、基準価額が⼤幅にまたは継続的に下落する可能性があります。また、⽇本の株式市場全体の動きとファンドの基
準価額の動きが⼤きく異なることがあります。

■ 市場流動性リスク
ファンドの資⾦流出⼊に伴い、有価証券等を⼤量に売買しなければならない場合、あるいは市場を取り巻く外部環境に急激な変化があり、
市場規模の縮⼩や市場の混乱が⽣じた場合等には、必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがあ
ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。

その他の留意点
〔分配⾦に関する留意事項〕

○ 分配⾦は、預貯⾦の利息とは異なり、ファンドの純資産から⽀払われますので、分配⾦が⽀払われると、その⾦額相当分、基準価額は下がり
ます。

○ 分配⾦は、計算期間中に発⽣した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて⽀払われる場合があります。そ
の場合、当期決算⽇の基準価額は前期決算⽇と⽐べて下落することになります。また、分配⾦の⽔準は、必ずしも計算期間におけるファンド
の収益率を⽰すものではありません。

○ 投資者のファンドの購⼊価額によっては、分配⾦の⼀部または全部が、実質的には元本の⼀部払戻しに相当する場合があります。ファンド購
⼊後の運⽤状況により、分配⾦額より基準価額の値上がりが⼩さかった場合も同様です。

● 投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファンドの換⾦申込みの受付けを中⽌すること、およ
び既に受け付けた換⾦申込みを取り消すことがあります。
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ファンドの費⽤
投資者が直接的に負担する費⽤

○ 購⼊時⼿数料
購⼊価額に1.65％（税抜き1.50％）を上限として、販売会社毎に定める⼿数料率を乗じた額です。詳しくは販売会社にお問い合わ
せください。

○ 信託財産留保額
ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費⽤
○ 運⽤管理費⽤（信託報酬）

ファンドの純資産総額に年0.759％（税抜き0.69％）の率を乗じた額です。
○ その他の費⽤・⼿数料

以下のその他の費⽤・⼿数料について信託財産からご負担いただきます。
●監査法⼈等に⽀払われるファンドの監査費⽤
●有価証券の売買時に発⽣する売買委託⼿数料
●資産を外国で保管する場合の費⽤　　　等
※上記の費⽤等については、運⽤状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を⽰すことができません。
※監査費⽤の料率等につきましては請求⽬論⾒書をご参照ください。

※ 上記の⼿数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表⽰することができません。

税⾦
分配時

所得税及び地⽅税　配当所得として課税　普通分配⾦に対して20.315％
換⾦（解約）及び償還時

所得税及び地⽅税　譲渡所得として課税　換⾦（解約）時及び償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※ 個⼈投資者の源泉徴収時の税率であり、課税⽅法等により異なる場合があります。法⼈の場合は上記とは異なります。
※ 外国税額控除の適⽤となった場合には、分配時の税⾦が上記と異なる場合があります。
※ 税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税⾦の取扱いの詳細については、税務専⾨家等にご確認されることを

お勧めします。

委託会社・その他の関係法⼈等
委託会社 ファンドの運⽤の指図等を⾏います。

　三井住友DSアセットマネジメント株式会社　　　⾦融商品取引業者　関東財務局⻑（⾦商）第399号
　加⼊協会　　 ︓　⼀般社団法⼈投資信託協会、⼀般社団法⼈⽇本投資顧問業協会、
　　　　　　　　　　　　⼀般社団法⼈第⼆種⾦融商品取引業協会
　ホームページ　︓　https://www.smd-am.co.jp
　コールセンター ︓　0120－88－2976　［受付時間］午前9時〜午後5時（⼟、⽇、祝・休⽇を除く）

受託会社 ファンドの財産の保管および管理等を⾏います。
　三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社

販売会社 ファンドの募集の取扱い及び解約お申込の受付等を⾏います。
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販売会社

関東財務局⻑（⾦商）第3283号 ○ ○ ※1アイザワ証券株式会社 ⾦融商品取引業者

株式会社⻄京銀⾏ 登録⾦融機関 中国財務局⻑（登⾦）第7号 ○

※1　2021年12⽉20⽇よりお取扱いを開始する予定です。

株式会社京葉銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第56号 ○

株式会社熊本銀⾏ 登録⾦融機関 九州財務局⻑（登⾦）第6号 ○

株式会社⼤垣共⽴銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第3号 ○ ○

株式会社イオン銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第633号 ○

株式会社あおぞら銀⾏ 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第8号 ○ ○

株式会社愛知銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第12号 ○

楽天証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第195号 ○ ○ ○ ○

明和證券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第185号 ○

むさし証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第105号 ○ ○

丸⼋証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第20号 ○

マネックス証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第165号 ○ ○ ○ ○

松井証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第164号 ○ ○

ほくほくＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 北陸財務局⻑（⾦商）第24号 ○

百五証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第134号 ○

浜銀ＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第1977号 ○

野村證券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第142号 ○ ○ ○ ○

⻄⽇本シティＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑（⾦商）第75号 ○

内藤証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第24号 ○ ○

東海東京証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第140号 ○ ○ ○

スターツ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第99号 ○

⼗六ＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第188号 ○

七⼗七証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東北財務局⻑（⾦商）第37号 ○

ぐんぎん証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2938号 ○

岡三オンライン証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第52号 ○ ○ ○

ＯＫＢ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 東海財務局⻑（⾦商）第191号 ○

ＦＦＧ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 福岡財務⽀局⻑（⾦商）第5号 ○

株式会社ＳＢＩ証券 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第44号 ○ ○ ○

○

エース証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第6号 ○

ＳＭＢＣ⽇興証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第2251号 ○ ○ ○

ａｕカブコム証券株式会社 ⾦融商品取引業者 関東財務局⻑（⾦商）第61号 ○ ○ ○

⼀
般
社
団
法
⼈
 

投
資
信
託
協
会

備考

池⽥泉州ＴＴ証券株式会社 ⾦融商品取引業者 近畿財務局⻑（⾦商）第370号 ○

販売会社名 登録番号

⽇
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販売会社

⼀
般
社
団
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投
資
信
託
協
会

備考

株式会社三⼗三銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第16号 ○

販売会社名 登録番号

⽇
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業
協
会

⼀
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団
法
⼈
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⼆
種
 

⾦
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引
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会

⼀
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団
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⽇
本
投
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協
会

⼀
般
社
団
法
⼈
 

⾦
融
先
物
取
引
業
協
会

株式会社七⼗七銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第5号 ○ ○

株式会社⼗六銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第7号 ○ ○

株式会社⼗⼋親和銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第3号 ○

株式会社荘内銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第6号 ○

株式会社仙台銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第16号 ○

株式会社東北銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第8号 ○

株式会社中京銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第17号 ○

株式会社名古屋銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第19号 ○

株式会社百五銀⾏ 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第10号 ○ ○

○

ＰａｙＰａｙ銀⾏株式会社 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第624号 ○ ○

株式会社福岡銀⾏ 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第7号 ○

株式会社北都銀⾏ 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第10号 ○

株式会社北海道銀⾏ 登録⾦融機関 北海道財務局⻑（登⾦）第1号 ○ ○

旭川信⽤⾦庫 登録⾦融機関 北海道財務局⻑（登⾦）第5号
⾜⽴成和信⽤⾦庫 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第144号
尼崎信⽤⾦庫 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第39号 ○

⼤垣⻄濃信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第29号
遠州信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第28号

⼤川信⽤⾦庫 登録⾦融機関 福岡財務⽀局⻑（登⾦）第19号
岡崎信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第30号 ○

蒲郡信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第32号
おかやま信⽤⾦庫 登録⾦融機関 中国財務局⻑（登⾦）第19号 ○

北伊勢上野信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第34号
きのくに信⽤⾦庫 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第51号

岐⾩信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第35号 ○

吉備信⽤⾦庫 登録⾦融機関 中国財務局⻑（登⾦）第22号

京都北都信⽤⾦庫 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第54号
桐⽣信⽤⾦庫 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第234号

しののめ信⽤⾦庫 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第232号
桑名三重信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第37号

静清信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第43号 ○



※この資料の最終ページに重要な注意事項を記載しております。必ずご確認ください。
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重要な注意事項
● 当資料は、三井住友DSアセットマネジメントが作成した販売⽤資料であり、⾦融商品取引法に基づく開⽰書類ではありません。
● 当資料の内容は作成基準⽇現在のものであり、将来予告なく変更されることがあります。また、将来に関し述べられた運⽤⽅針・市場⾒通し

も変更されることがあります。当資料は三井住友DSアセットマネジメントが信頼性が⾼いと判断した情報等に基づき作成しておりますが、その正
確性・完全性を保証するものではありません。

● 当資料にインデックス･統計資料等が記載される場合、それらの知的所有権その他の⼀切の権利は、その発⾏者および許諾者に帰属します。
● 投資信託は、値動きのある証券（外国証券には為替変動リスクもあります。）に投資しますので、リスクを含む商品であり、運⽤実績は市場

環境等により変動します。したがって元本や利回りが保証されているものではありません。
● 投資信託は、預貯⾦や保険契約と異なり、預⾦保険・貯⾦保険・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また登録⾦融機関

でご購⼊の場合、投資者保護基⾦の⽀払対象とはなりません。
● 当ファンドの取得のお申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）および契約締結前交付書⾯

等の内容をご確認の上、ご⾃⾝でご判断ください。投資信託説明書（交付⽬論⾒書）、契約締結前交付書⾯等は販売会社にご請求くだ
さい。また、当資料に投資信託説明書（交付⽬論⾒書）と異なる内容が存在した場合は、最新の投資信託説明書（交付⽬論⾒書）が
優先します。

作成基準⽇︓2021年11⽉末

販売会社

ベンチマークまたは参考指数に関する注意事項
● TOPIXは、株式会社東京証券取引所が公表する指数であり、その指数に関する著作権、知的財産権、その他⼀切の権利は株式会社東

京証券取引所に帰属します。また、当ファンドを同社が保証するものではありません。

⼀
般
社
団
法
⼈
 

投
資
信
託
協
会

備考

⻄武信⽤⾦庫 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第162号 ○
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取
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協
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関信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第45号

⾼⼭信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第47号
瀬⼾信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第46号 ○

但⾺信⽤⾦庫 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第67号
館林信⽤⾦庫 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第238号

東春信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第52号
知多信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第48号

東濃信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第53号 ○

栃⽊信⽤⾦庫 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第224号

豊⽥信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第55号 ○

豊川信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第54号

豊橋信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第56号
⻑野信⽤⾦庫 登録⾦融機関 関東財務局⻑（登⾦）第256号 ○

沼津信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第59号
⻄尾信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第58号 ○

浜松磐⽥信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第61号
半⽥信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第62号

兵庫信⽤⾦庫 登録⾦融機関 近畿財務局⻑（登⾦）第81号 ○

尾⻄信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第63号

⽶沢信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東北財務局⻑（登⾦）第56号
碧海信⽤⾦庫 登録⾦融機関 東海財務局⻑（登⾦）第66号 ○


